
管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号 

 
埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 

別
表
第
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

         

調整数 調整額 

      円 

１ 5,700 

２ 11,400 

 ３ 17,100 

 ４ 22,800 

別表第十一（第十四条の三、第十四条の四関係） 

報酬等の調整額表 



 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

 
こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


